
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％
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店舗兼住宅 小規模店舗、共同住宅等
が見られる路線商業地域

竹ノ塚670 m

特にない ２２ｍ区道 竹ノ塚駅東方670 m

社会経済活動が活性化し、地価は上昇傾向にあるが、物価高・円安・
金利上昇基調等の不動産市場への影響を注視していく必要がある。

用途の多様性が認められる地域であり特段の地域要因の変動はないが
相対的に市場での競争力がやや低下傾向である。

地域において標準的な画地であり、個別的要因に特段の変動はない。

鉄道の高架化や高架下店舗の開店等駅前地域は変化しているが、中心地から少し離れた商業地域で地域要因に特
別の変動はなく、当分の間は現状のごとく推移するものと予測する。地価は安定的に推移するものと予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

竹ノ塚駅東口の駅前通り沿いに位置し、店舗兼賃貸共同住宅等を中心とする比較的用途の多様性が見られる商業地域で
ある。よって収益性に留意する必要があるが、収益価格が市場をけん引している地域ではないと判定されるので、市場
性を反映した実証的な比準価格を重視し、収益価格を比較考量し、代表標準地との検討も踏まえ、鑑定評価額を上記の
とおり決定した。

同一需給圏の範囲は、足立区内の近隣周辺地域を商圏とする商業地域である。需要者の中心は、同一需給圏に地縁的特
性を有する不動産賃貸事業者、自己の事業に供する目的の個人・法人の事業者等で、画地規模によってはマンション分
譲業者も見込まれる。駅前の整備事業が継続中であるが、コロナ禍以降、区内商業地域の中で相対的に竹ノ塚駅周辺商
業地域の競争力が低下してきている。取引の中心となる価格帯は、規模・用途等により様々で一概に把握できない。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

足立(都) －5 15

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 6

令和 6 7 1

令和 6 7 3

足立(都)　5 － 15 東京都 区部第１１ 不動産鑑定士 岡村　淑子

とうかつ不動産鑑定

令和 6 6 20

令和 6 7 2

足立区竹の塚五丁目１番２
「竹の塚５－１－２」

132

1：2 Ｓ 4

南22 m

区道

水道、

ガス、

下水

近商
(80,300)
防火
高度(3種)
（その他）

(100,300)

20 110 40 10 中層店舗兼共同住宅地

8 15 120 長方形

近商
(100,300)
防火
高度(3種)

中層店舗兼共同住宅地 ない

493,000

360,000

／

／

令和 6 380,000

63,600,000 482,000

□ □■

474,000

足立 5 16

101.7

100.0 100.0

100.0
482,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■

■

466,000

足立 5 16

474,000

+3.4 +1.7


